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(57)【要約】
【課題】本発明は、無線通信システムで二種類のサブフ
レーム（第１サブフレーム、第２サブフレーム）が存在
する場合、上位バージョンの端末が第２サブフレームで
不要な動作を行うことを防ぐための方法について提案す
る。
【解決手段】本発明により、上位バージョンの端末は、
不要な動作をしないため、不要な電力消耗を防ぐことが
できる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線移動通信システムにおける端末のサブフレームデコーディング方法において、
　ＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network）
サブフレーム設定情報を含むシステム情報を受信するステップと、
　前記端末の伝送モードを指示する情報を含む専用メッセージを受信するステップと、
　前記専用メッセージに基づいて、前記端末の伝送モードが第１伝送モードであるか、第
２伝送モードであるか識別するステップと、
　前記端末が前記第１伝送モードに設定されていると、ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第
１サブフレーム及びｎｏｎ－ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第２サブフレームで、前記端
末のためのＰＤＣＣＨ（physical downlink control channel）を感知するステップと、
　前記端末が前記第２伝送モードに設定されていると、前記ＭＢＳＦＮサブフレーム関連
の第１サブフレームでＰＤＣＣＨを感知せず、前記ｎｏｎ－ＭＢＳＦＮサブフレーム関連
の第２サブフレームでＰＤＣＣＨを感知するステップと、を含む
　ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関するものであり、より詳しくは、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　
Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムにおいて互いに異なるバージョン（Ｒｅｌｅａ
ｓｅ　８、Ｒｅｌｅａｓｅ　９、Ｒｅｌｅａｓｅ　１０など、以下「Ｒｅｌ－８、Ｒｅｌ
－９、Ｒｅｌ－１０」と称する）の端末と基地局が存在するとき、上位バージョンネット
ワーク（Ｒｅｌ－１０）でサポートされるユニキャストが可能なＭＢＳＦＮサブフレーム
のある場合の上位バージョン端末（Ｒｅｌ－１０）の動作方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、無線通信技術は急激な発展を遂げており、これに伴い、通信システム技術も進化
を重ねており、このうち現在第４世代の移動通信技術として脚光を浴びているシステムが
ＬＴＥシステムである。ＬＴＥシステムでは、データを送受信するとき、１０ｍｓｅｃの
長さのフレーム単位で送受信を行い、それぞれのフレームは１０個のサブフレームからな
る。
【０００３】
　図１は、ＬＴＥシステムで使用される下りリンクフレームの構造を示す図面である。
　図１においてフレーム１０１は、１０個のサブフレーム１０３からなり、それぞれのサ
ブフレームは、一般的なデータ送受信のために使用される「一般的なサブフレーム１０５
」と、放送のために使用される「ＭＢＳＦＮ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓ
ｔ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ、以下、ＭＢＳＦＮと称する）サブフレーム１０７」の形態が存在する。一般的
なサブフレーム１０５とＭＢＳＦＮサブフレーム１０７との差は、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏ
ｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、以下
、ＯＦＤＭと称する）シンボルの数、サイクリックプレフィックス（Ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒ
ｅｆｉｘ）の長さ、セルの特定基準信号（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅ　ｓｉｇｎａｌｓ、ＣＲＳ）などの構造及び数にあり、Ｒｅｌ－８、Ｒｅｌ－９シス
テムでＭＢＳＦＮサブフレームは、ブロードキャスト或いはマルチキャストのデータを送
信するなどの目的としてのみ使用されてきた。しかしながら、システムが進化してＬＴＥ
　Ｒｅｌ－１０からは、ＭＢＳＦＮサブフレームがブロードキャスト或いはマルチキャス
トの目的だけでなく、特定の端末に対するデータ送信のユニキャストの目的でも使用が可
能になった。
【０００４】
　一方、ユニキャストのデータ送受信のために、ＬＴＥシステムでは、データ送受信が実
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際にどこで起きるかをリソース割当情報を含む物理下りリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ、以下「ＰＤＣＣＨ」と称
する）で知らせて、実際のデータは、物理下りリンク共有チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ、以下「ＰＤＳＣＨ」と称する）で知
らせる。端末は、実際のデータを受信する前にＰＤＣＣＨで前記端末に割り当てられたリ
ソース割当情報があるか否かを判断しなければならない。
　この場合、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０端末は、ＭＢＳＦＮサブフレームに対してもＰＤＳＣ
Ｈを受信するためには、ＭＢＳＦＮサブフレームに対するリソース割当情報を含むＰＤＣ
ＣＨを確認する手続を経なければならない。ところが、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０端末がすべ
てのＭＢＳＦＮサブフレームでＰＤＣＣＨを確認しなければならない場合には、これは、
ＭＢＳＦＮサブフレームが特定の端末に対するユニキャストのデータを送信するか、或い
は、マルチキャスト／ブロードキャストのデータを送信するかに応じて、不要な動作であ
り得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記のような問題点を解決するために創案されたもので、本発明の目的は、
無線移動通信システムで互いに異なるバージョンのネットワークが混在し、互いに異なる
サブフレームが存在する場合に端末がデータを受信する方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　新バージョン（Ｒｅｌ－１０以上）端末が新バージョンネットワークにある場合、新バ
ージョンネットワークからブロードキャスト或いはユニキャストにＭＢＳＦＮサブフレー
ムでＰＤＳＣＨの受信がサポートされるか否かの情報を受信して、サポートされる場合に
は、ＭＢＳＦＮサブフレームでもＰＤＳＣＨを受信するためにＰＤＣＣＨを解釈する動作
を取り、サポートされない場合には、ＭＢＳＦＮサブフレームで該当動作を行わない。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明で提案する方法を利用すれば、新バージョンネットワークで動作する新バージョ
ン端末は、ネットワークからＭＢＳＦＮサブフレームのユニキャストのデータ送信をサポ
ートするか否かの判定において、前記ユニキャストのデータ送信をサポートしないと判定
する時、不要な端末の動作を減らして電力消耗などを減らすことができるという長所があ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ＬＴＥシステムで使用される下りリンクフレームの構造を示す図面である。
【図２】本発明で提案する方案を使用する時の新バージョン端末の動作を示す図面である
。
【図３】本発明を適用した端末の内部構造を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下にて本発明を説明するに当たり、関連する公知機能または構成に対する具体的な説
明が本発明の要旨を不必要に不明確にすると判断される場合には、その詳細な説明を省略
する。以下、添付された図面を参照して本発明の実施例を説明することにする。
【００１０】
　本発明では、説明の便宜のためにＬＴＥシステムを基準として説明する。
【００１１】
　ＬＴＥシステムにおいては、進化段階によって様々なリリースのシステムが定義されて
おり、そのうち旧バージョンシステムであるＲｅｌ－８、Ｒｅｌ－９システムは、ＭＢＳ
ＦＮサブフレームでＰＤＳＣＨの受信をすることができない。したがって、これによる旧
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型端末は、ＭＢＳＦＮサブフレームではＰＤＳＣＨを受信するために、ＰＤＳＣＨのスケ
ジューリング情報が含まれたＤＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ、以下、ＤＣＩと称する）を読むためのＰＤＣＣＨを受信する動作を取らない
。
【００１２】
　その反面、新バージョンシステムであるＲｅｌ－１０以上のシステムでは、ＭＢＳＦＮ
にＰＤＳＣＨを送信することが許容されている。この場合、旧バージョン端末は、ＭＢＳ
ＦＮサブフレームでＰＤＳＣＨの受信をすることができないので、ＭＢＳＦＮサブフレー
ムで別途の動作を取らないが、新バージョン端末の場合には、ＭＢＳＦＮサブフレームで
ＰＤＳＣＨを受信するために、スケジューリング情報が含まれたＤＣＩを読むためのＰＤ
ＣＣＨを受信する動作を取らなければならない。以下で記述される新バージョン端末とは
、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０の端末を意味し、これは、すなわちＭＢＳＦＮでＰＤＳＣＨを受
信することができる端末を意味する。
【００１３】
　図２は、本発明で提案する方案を使用する時の新バージョン端末２０１の動作を示す図
面である。
【００１４】
　新バージョン端末２０１は、基地局がブロードキャストに送信するシステム情報ブロッ
ク（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）から下りリンクのフレーム構
造を受信する（ステップ２０３）。下りリンクのフレーム構造は、ＭＢＳＦＮサブフレー
ムがどのように設定されているかをビットマップの形態で送信される。
【００１５】
　その後、端末は、基地局からＭＢＳＦＮサブフレームにＰＤＳＣＨの送信（ＰＤＳＣＨ
　ｏｖｅｒ　ＭＢＳＦＮ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）がサポートされるか否かを受信する（ステ
ップ２０５）。前記ＭＢＳＦＮサブフレームにＰＤＳＣＨの送信サポートの有無は、基地
局がセル内の端末にシステム情報としてブロードキャストするか、各端末に送信する個別
的な制御メッセージを通じて送信される。前記ＭＢＳＦＮサブフレームにおけるＰＤＳＣ
Ｈの送信サポートの有無に関する情報は、新しい別途の指示者情報として明示的に（Ｅｘ
ｐｌｉｃｉｔｌｙ）無線リソース制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
、ＲＲＣ）メッセージに含むか、端末機に送信する既存の情報（一例：既に定義されてい
るチャネル構成情報、送信モード情報など）とリンクさせ、暗黙的に（Ｉｍｐｌｉｃｉｔ
ｌｙ）前記情報をＲＲＣメッセージに含む。前記ステップ２０３とステップ２０５の順序
は変わってもよい。仮に、ネットワーク又は基地局が旧バージョンの場合には、前記ＭＢ
ＳＦＮサブフレームにＰＤＳＣＨの送信サポートの有無を送信することができない。この
ように端末が前記ＭＢＳＦＮサブフレームにＰＤＳＣＨの送信サポートの有無を受信する
ことが出来ない場合には、基地局がＭＢＳＦＮサブフレームにＰＤＳＣＨの送信をサポー
トしないと仮定する。
【００１６】
　仮に、ＭＢＳＦＮサブフレームにＰＤＳＣＨの送信がサポートされる場合（ステップ２
０７）、端末はステップ２０５で受信した情報に基づいてＭＢＳＦＮサブフレームでＰＤ
ＳＣＨを受信するために、ＤＣＩ情報が含まれているＰＤＣＣＨを受信する（ステップ２
０９）。
【００１７】
　仮に、前記ＭＢＳＦＮサブフレームにＰＤＳＣＨの送信サポートの有無においてサポー
トがされない場合、或いは、前記ＭＢＳＦＮサブフレームにＰＤＳＣＨの送信サポートの
有無を受信できない場合（ステップ２０７）、端末は、各ＭＢＳＦＮサブフレームでＰＤ
ＳＣＨを受信するための動作を取る必要がない。したがって、この場合には、ＰＤＳＣＨ
を受信するための追加的な動作を行わない。
【００１８】
　図３は、本発明を適用した端末の内部構造を示すブロック図である。
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　端末は、上位階層３０５とデータなどを送受信し、制御メッセージ処理部３０７を介し
て制御メッセージを送受信する。また、前記端末は、基地局に制御信号またはデータの送
信時において、制御部３０９の制御により多重化装置３０３を介して多重化した後、送受
信機３０１を介してデータを送信する。その反面、受信時には、端末は、制御部３０９の
制御により送受信機３０１に物理信号を受信した後、逆多重化装置３０３で受信信号を逆
多重化し、それぞれメッセージ情報によって上位階層３０５或いは制御メッセージ処理部
３０７に伝達する。
【００２０】
　本発明において端末は、基地局からブロードキャストにＭＢＳＦＮサブフレームの設定
情報を受信し、ブロードキャスト或いはユニキャストにＭＢＳＦＮサブフレームでＰＤＳ
ＣＨの送信サポートの有無を受信する。このような制御メッセージを受信した制御メッセ
ージ処理部３０７は、各サブフレームが一般的なサブフレームであるか、ＭＢＳＦＮサブ
フレームであるかに関する情報と、前記ＭＢＳＦＮサブフレームにＰＤＳＣＨの送信サポ
ートの有無を制御部３０９に知らせて、サブフレーム毎にデータの受信時、ＰＤＳＣＨの
受信のためのＰＤＣＣＨ受信の有無に対して知らせる。すなわち、ＭＢＳＦＮサブフレー
ムにＰＤＳＣＨの送信サポートをする場合には、ＭＢＳＦＮサブフレームに対してもＰＤ
ＳＣＨの受信のための動作を行い、ＭＢＳＦＮサブフレームにＰＤＳＣＨの送信サポート
をしない場合には、ＭＢＳＦＮサブフレームに対してはＰＤＳＣＨの受信のための動作を
行わない。
【００２１】
　上記した端末ブロック図では様々なブロックが区分され、それぞれ異なる機能を行うも
のと記述したが、必ずこれに限定されるものではない。言い換えれば、制御メッセージ処
理部３０７が行う機能を制御部３０９が行ってもよい。
【００２２】
　本発明で提案する方式を使用すれば、新バージョン端末は、ネットワークがＭＢＳＦＮ
サブフレームにＰＤＳＣＨの送信サポートの有無を知らせて、サポートしない場合には、
不要な受信動作をしないため、電力消耗などを減らすことができる。
【００２３】
　本発明の詳細な説明では具体的な実施例について説明したが、本発明の範囲から外れな
い範囲内で様々な変形が可能なことは当然である。したがって、本発明の範囲は説明され
た実施例に限定されず、後述される特許請求の範囲だけでなく、この特許請求の範囲と均
等なものによって決めなければならない。
【符号の説明】
【００２４】
　　１０１　　フレーム
　　１０３　　サブフレーム
　　１０５　　一般的なサブフレーム
　　１０７　　ＭＢＳＦＮサブフレーム
　　３０１　　送受信機
　　３０３　　多重化および逆多重化装置
　　３０５　　上位階層装置
　　３０７　　制御メッセージ処理部
　　３０９　　制御部
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【図１】

【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月23日(2016.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局の動作方法において、
　ＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network）
サブフレーム設定情報を含むシステム情報を端末に伝送するステップと、
　前記端末の伝送モードが第１伝送モードであるか、第２伝送モードであるか決定するス
テップと、
　前記決定された伝送モードを指示する設定情報を前記端末に伝送するステップと、
　前記端末の伝送モードが第１伝送モードであれば、ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１
サブフレーム及びｎｏｎ－ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第２サブフレームのＰＤＣＣＨ
（physical downlink control channel）から制御情報を伝送するステップと、
　前記端末の伝送モードが第２伝送モードであれば、前記ｎｏｎ－ＭＢＳＦＮサブフレー
ム関連の第２サブフレームのＰＤＣＣＨ（physical downlink control channel）から制
御情報を伝送するステップと、を含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記設定情報は、無線リソース制御（Radio Resource Control、ＲＲＣ）メッセージに
含まれる
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　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記端末の伝送モードが第１伝送モードであれば、ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１
サブフレームのＰＤＳＣＨ（physical downlink shared channel）からデータを伝送する
ステップをさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１サブフレームのＰＤＳＣＨを通じて伝送された
データは、前記端末によってデコーディングされる
　ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記端末の伝送モードが第１伝送モードではない場合、前記端末が前記ＭＢＳＦＮサブ
フレーム関連の第１サブフレームのＰＤＣＣＨから前記制御情報を受信する動作は、スキ
ップ（skip）される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１サブフレームのＰＤＣＣＨを通じて伝送される
制御情報は、前記端末専用である
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１サブフレームのＰＤＳＣＨ（physical downlin
k shared channel）から伝送されるデータは、前記端末専用である
　ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１伝送モードは、前記ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１サブフレームのＰＤＳ
ＣＨ（physical downlink shared channel）からのデータ伝送を支援し、
　前記第２伝送モードは、前記ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１サブフレームのＰＤＳ
ＣＨ（physical downlink shared channel）からのデータ伝送を支援しない、
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記端末の伝送モードが第１伝送モードであれば、前記制御情報は、ＭＢＳＦＮサブフ
レーム関連の第１サブフレーム及びｎｏｎ－ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第２サブフレ
ームのＰＤＣＣＨ（physical downlink control channel）から感知（detecting）され、
　前記端末の伝送モードが第２伝送モードであれば、前記制御情報は、前記ｎｏｎ－ＭＢ
ＳＦＮサブフレーム関連の第２サブフレームから感知される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　基地局において、
　信号を送信及び受信する通信部と、
　ＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network）
サブフレーム設定情報を含むシステム情報を端末に伝送し、前記端末の伝送モードが第１
伝送モードであるか、第２伝送モードであるか決定し、前記決定された伝送モードを指示
する設定情報を前記端末に伝送し、前記端末の伝送モードが第１伝送モードであれば、Ｍ
ＢＳＦＮサブフレーム関連の第１サブフレーム及びｎｏｎ－ＭＢＳＦＮサブフレーム関連
の第２サブフレームのＰＤＣＣＨ（physical downlink control channel）から制御情報
を伝送し、前記端末の伝送モードが第２伝送モードであれば、前記ｎｏｎ－ＭＢＳＦＮサ
ブフレーム関連の第２サブフレームのＰＤＣＣＨ（physical downlink control channel
）から制御情報を伝送するように制御する制御部と、を含む
　ことを特徴とする基地局。
【請求項１１】
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　前記設定情報は、無線リソース制御（Radio Resource Control、ＲＲＣ）メッセージに
含まれる
　ことを特徴とする請求項１０に記載の基地局。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　前記端末の伝送モードが第１伝送モードであれば、ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１
サブフレームのＰＤＳＣＨ（physical downlink shared channel）からデータを伝送よう
に制御する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の基地局。
【請求項１３】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１サブフレームのＰＤＳＣＨを通じて伝送された
データは、前記端末によってデコーディングされる
　ことを特徴とする請求項１２に記載の基地局。
【請求項１４】
　前記端末の伝送モードが第１伝送モードではない場合、前記端末が前記ＭＢＳＦＮサブ
フレーム関連の第１サブフレームのＰＤＣＣＨから前記制御情報を受信する動作は、スキ
ップ（skip）される
　ことを特徴とする請求項１０に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１サブフレームのＰＤＣＣＨを通じて伝送される
制御情報は、前記端末専用である
　ことを特徴とする請求項１０に記載の基地局。
【請求項１６】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１サブフレームのＰＤＳＣＨ（physical downlin
k shared channel）から伝送されるデータは、前記端末専用である
　ことを特徴とする請求項１２に記載の基地局。
【請求項１７】
　前記第１伝送モードは、前記ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１サブフレームのＰＤＳ
ＣＨ（physical downlink shared channel）からのデータ伝送を支援し、
　前記第２伝送モードは、前記ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第１サブフレームのＰＤＳ
ＣＨ（physical downlink shared channel）からのデータ伝送を支援しない、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の基地局。
【請求項１８】
　前記端末の伝送モードが第１伝送モードであれば、前記制御情報は、ＭＢＳＦＮサブフ
レーム関連の第１サブフレーム及びｎｏｎ－ＭＢＳＦＮサブフレーム関連の第２サブフレ
ームのＰＤＣＣＨ（physical downlink control channel）から感知（detecting）され、
　前記端末の伝送モードが第２伝送モードであれば、前記制御情報は、前記ｎｏｎ－ＭＢ
ＳＦＮサブフレーム関連の第２サブフレームから感知される
　ことを特徴とする請求項１０に記載の基地局。
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